
9

景観

人と 自然と の触れ合いの活動の場

予測地点等位置図（ ３／ ３）
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環境影響評価の結果（ 予測地点等の位置はP .７～ ９）

選定し た環境影響評価の項目につい て 予測・ 評価を 行いま し た。 そ の結果、 環境影響が考え ら れる 項目について は

環境保全措置を 検討し ま し た。 さ ら に、 必要な 場合は事後調査の実施も 検討し ま し た。

土地又は工作物の存在及び供用（ 二酸化窒素（ N O 2）、 浮遊粒子状物質（ SPM ））

大気質

工事の実施（ 粉じ ん等）

■自動車の走行（ 予測地点： ①～⑧）

二酸化窒素は最大で0.036ppm 、 浮遊

粒子状物質は最大で0.062mg /m 3であり 、

全ての予測地点において、 環境基準以

下になると 予測さ れます。

番
号

予測地点

二酸化窒素（ ppm ） 浮遊粒子状物質（ mg /ｍ3）

予測結果

（ 日平均値の年間98％値）
環境基準

予測結果

（ 日平均値の 2 ％除外値）
環境基準

① 下関市彦島迫町6 丁目
０.０25 

０.０4～

０.０6の

ゾーン内

又はそれ

以下

０.０37

０.1０以下

０.０26 ０.０37

② 下関市彦島迫町4 丁目 ０.０24 ０.０37

③ 下関市彦島迫町3 丁目（ 1 ） ０.０24 ０.０37

④ 下関市彦島迫町3 丁目（ 2 ） ０.０25 ０.０37

⑤ 下関市彦島迫町1 丁目
０.０27 ０.０45

０.０27 ０.０45

⑥ 下関市彦島福浦町1丁目
０.０26 ０.０45

０.０26 ０.０45

⑦ 北九州市小倉北区西港町（ 1 ）
０.０34 ０.０62

０.０36 ０.０62

⑧ 北九州市小倉北区西港町（ 2 ）
０.０35 ０.０62

０.０35 ０.０62

■建設機械の稼働（ 予測地点： ①～⑫）

粉じん等は、 一部の地点で参考値を超過すると 予測さ れます

が、 環境保全措置を講じ ること により、 最大で9.7t/km 2/月と な

り、全ての予測地点において、参考値以下になると 予測さ れます。

■工事用車両の運行（ 予測地点： ①～⑥）

粉じ ん等は、 一部の地点で参考値を超過すると 予測さ れます

が、 環境保全措置を講じ るこ とにより 、 最大で7.0t/km 2/月とな

り 、全ての予測地点において、参考値以下になると予測さ れます。

番
号 予測地点

粉じ ん等の降下ばいじ ん量

（ t/km 2/月）

予測結果 参考値

① 下関市彦島迫町 6丁目（ 1 ） ０.4～1.０

1０

以下

② 下関市彦島迫町6丁目（ 2 ） 3.3～4.6

③ 下関市彦島迫町4丁目（ 1 ） 2.０ [15.０]～2.8 [21.4]

④ 下関市彦島迫町4丁目（ 2 ） 3.3～4.8

⑤ 下関市彦島迫町3丁目 7.０ [25.7]～9.7 [35.5]

⑥ 下関市彦島迫町1丁目（ 1 ） 3.8～6.2

⑦ 下関市彦島迫町1丁目（ 2 ） 3.2 [11.8]～6.1[22.3]

⑧ 下関市彦島福浦町1丁目（ 1 ） 4.7～6.4

⑨ 下関市彦島福浦町1丁目（ 2 ） ０.2～０.5

⑩ 下関市彦島福浦町1丁目（ 3 ） 6.2～7.9

⑪ 北九州市小倉北区西港町（ 1 ） 2.4～3.9

⑫ 北九州市小倉北区西港町（ 2 ） 3.6～8.2

注 １）  予測地点は、 工事の区分ごと に道路構造、 工種及び工事量、 住居等の保全対象を 踏まえ

て選定し た環境影響の程度が最大と なると 想定さ れる工事施工ヤード の敷地境界線に設

定し 、 予測高さ は地上高さ １.5ｍと し まし た。

注 2 ） 予測結果の[ ]は、 環境保全措置（ 工事施工ヤード への散水） 前の値を 示し ます。

番
号

予測地点 既存道路

粉じ ん等の降下ばいじ ん量

（ t/km 2/月）

予測結果 参考値

① 下関市伊崎町 2 丁目
県道福浦港
金比羅線

０.8

1０
以下

② 下関市彦島迫町 5 丁目 市道宮の前線 5.2～5.5

③ 下関市彦島迫町 2 丁目
県道
南風泊港線

０.5 [11.０]～０.6 [12.1]

④ 下関市彦島福浦町 1 丁目 福浦臨港道路 6.6～7.０

⑤ 北九州市小倉北区西港町（ 1 ）
市道西港町
1 号線

2.8～6.1

⑥ 北九州市小倉北区西港町（ 2 ） 一般国道199号 ０.4 [7.9]～０.6 [12.3]

注 １）  予測地点は、 工事用道路の接続が予想さ れる既存道路の代表的な断面において、 環境へ

の影響が最大と なると 想定さ れる敷地境界線に設定し 、予測高さ は地上高さ １.5ｍとし ました。

注 2 ） 予測結果の[ ]は、 環境保全措置（ 工事用車両のタ イ ヤ洗浄） 前の値を 示し ます。

「 工事施工ヤード への散水」、「 作業方法の改善」 の措置を

行います。

環境保全措置
「 工事用車両のタ イヤ洗浄」、「 工事用道路への散水」、「 工

事用車両の出入り 口の分散」、「 既存道路の交通量等を考慮

し た運行ルート の選定」、「 工事用車両の運行方法に対する

指導」 の措置を行います。

環境保全措置

解 説  二酸化窒素（ NO2）▶ 　  大気中の窒素酸化物の主要成分です。 物の燃焼で発生し た一酸化窒素が空気中で酸化して生成
するほか、 物の燃焼により 直接発生するも のもあります。

浮遊粒子状物質（ SPM ）、 粉じ ん（ 降下ばいじ ん）▶ 　  大気環境中に浮遊する微細な粒子状の物質のこ と です。 大気中
の粉じ んには粒径、 成分の様々なも のがあり 、 一般的には粒径
が１0μｍ（ = 0.0１mm ）より 小さ なも のを浮遊粒子状物質（ SPM）、
大きいも のを降下ばいじ んと いいます。

ppm ▶ 　  物質の割合を表す単位で、 １ppm と は １m 3の空気中に １cm 3の物質が存在する場合の濃度を示します。
日平均値の年間９８% 値▶ 　  １年を通じて得られた日平均値のう ち、低い方から数えて9８％目に当たる日平均値をいいます。
日平均値の2 % 除外値▶ 　  １年を通じて得られた日平均値のう ち、 高い方から 2 ％の範囲内にあるものを除外し た日

平均値をいいます。
環境基準▶ 　  人の健康を保護し 、 生活環境を保全する上で維持さ れること が望まし い基準と して規定された行政上の政策目標値です。
参考値（ 降下ばいじ ん）▶ 　  降下ばいじん量の参考値は、 スパイク タイヤ粉じ んにおける生活環境の保全が必要な地域の指標を参考に設定され

た値です。
作業方法の改善▶ 　  作業者に対する資材の取り 扱いの指導、 停車中の車両等のアイド リ ングを止める、 建設機械の複合同時稼働・ 高負荷運転

を極力避ける等のこと です。

1m

1m

1m

1cm

1cm

1cm

ppm

注）  予測地点は、 道路構造や交通条件が変化する区間、 住宅等の保全対象等を 踏まえて 選定し た予測断面及び予測範囲において環

境影響の程度が最大と なると 想定さ れる地点を 設定し 、 予測高さ は地上高さ １.5ｍと し まし た。
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■自動車の走行（ 予測地点： ①～⑧）

騒音は、 一部の地点で環境基準を超過すると 予

測さ れますが、 環境保全措置を講じ るこ と により 、

近接空間において 最大で昼間70dB・ 夜間65dB、

背後地において最大で昼間65dB・ 夜間60dBと なり 、

全ての予測地点において、 環境基準以下になると

予測さ れます。

解 説  dB（ デシベル）▶ 　  音や振動の大き さ を表す単位
です。

L A eq▶ 　  等価騒音レベル（ A特性）を示し ます。 変
動する騒音レベルのエネルギー量の平均
値であり 、 不規則で大幅に変動する騒音
の評価値の一つで、 人の感じ 方と の対応
が良いとさ れています。

A特性▶ 　  人間の耳に聞こ える感覚量に補正した
音（ 特性）であること を意味し ます。

近接空間▶ 　  敷地境界から20m（ 2 車線以下の既
存道路については１5m ）以内の地域
を指します。

背後地▶ 　  敷地境界から20m（ 2 車線以下の既存
道路については１5m ）以遠の地域を指
し ます。

Ｂ 地域▶ 　  主とし て住居の用に供さ れる地域のこ
と です。

番
号

予測地点
予測

高さ

等価騒音レベル（ L Aeq）

近接空間（ dB） 背後地（ dB）

昼間 夜間 昼間 夜間

予測

結果

環境

基準

予測

結果

環境

基準

予測

結果

環境

基準

予測

結果

環境

基準

①

下関市

彦島迫町
6 丁目

下
り
側

北側
4.2m 64[65]

7０

61[61]

65

61[63]
65

58[59]
6０

1.2m 64[65] 61[62] 61[62] 57[58]

南側
4.2m 63[68] 57[6０] 6０[63]

6０
55[57]

55
1.2m 64[68] 57[6０] 58[62] 53[55]

上
り
側

北側
4.2m 64[64] 63[63] 62[67]

65
56[58]

6０
1.2m 63[63] 62[62] 63[67] 55[58]

南側
4.2m 63[64] 6０[61] 58[67]

6０

54[59]

55

1.2m 58[59] 56[56] 54[67] 52[58]

集合

住宅

1０.2m 6０[64] 57[58] 58[62] 54[56]

7.2m 6０[64] 57[58] 58[62] 54[55]

4.2m 6０[64] 56[58] 57[61] 54[55]

1.2m 58[63] 55[57] 55[59] 53[54]

②

下関市

彦島迫町

4 丁目

上り 側
4.2m － － 5０[55]

6０

48[53]

55

1.2m － － 49[53] 47[51]

集合

住宅

13.2m － － 54[6０] 52[58]

1０.2m － － 52[58] 5０[56]

7.2m － － 51[56] 49[54]

4.2m － － 5０[55] 48[53]

1.2m － － 49[53] 47[51]

③

下関市

彦島迫町

3 丁目( 1 )

上り 側
4.2m 56 55 55

6０
54

55
1.2m 55 55 54 53

④
下関市
彦島迫町

3 丁目( 2 )

上り 側
4.2m 54 52 5０

6０

48

55

1.2m 48 46 45 43

福祉

施設

7.2m 54 52 54 52

4.2m 5０ 48 5０ 48

1.2m 45 44 45 43

⑤

下関市

彦島迫町

1 丁目

下
り
側

北側
4.2m 69[69] 62[62] 64[64]

65
58[58]

6０
1.2m 7０[7０] 62[62] 64[64] 57[57]

南側
4.2m 66[68] 64[67] 61[63]

65
59[61]

6０
1.2m 63[69] 62[67] 59[61] 57[6０]

上
り
側

北側
4.2m 66[66] 61[61] 63[63]

65
58[58]

6０
1.2m 66[66] 6０[6０] 62[62] 57[57]

南側
4.2m 67[67] 65[65] 64[64]

65
6０[6０]

6０
1.2m 63[63] 61[61] 62[62] 58[58]

⑥

下関市

彦島福浦町

1 丁目

下り 側
4.2m 56 55 55

65
54

6０
1.2m 55 55 55 54

上り 側
4.2m 56 55 55

65
54

6０
1.2m 55 55 55 54

⑦

北九州市

小倉北区

西港町（ 1 ）

下り 側
4.2m 65[72] 63[69] 61[67]

65
59[64]

6０
1.2m 65[72] 63[69] 61[66] 59[64]

上り 側
4.2m 66[7０] 64[68] 61[66]

65

59[63]

6０

1.2m 66[71] 64[68] 61[66] 59[63]

集合

住宅

22.2m － － 57[59] 55[57]

19.2m － － 57[59] 54[56]

16.2m － － 56[58] 54[56] 

13.2m － － 56[58] 54[56] 

1０.2m － － 55[58] 53[55] 

7.2m － － 55[57] 53[55]

4.2m － － 54[57] 52[55]

1.2m － － 54[57] 52[54] 

⑧

北九州市

小倉北区

西港町（ 2 ）

下
り
側

北側
4.2m 65[71] 62[67] 63[69]

65
6０[65]

6０
1.2m 65[71] 62[67] 63[69] 6０[65]

南側
4.2m 68[74] 63[68] 65[7０]

65
6０[65]

6０
1.2m 68[74] 63[68] 65[7０] 6０[65]

上
り
側

北側
4.2m 64[76] 6０[72] 64[72]

65
6０[68]

6０
1.2m 63[76] 58[72] 64[72] 6０[68]

南側
4.2m 67[74] 61[67] 64[69]

65

6０[65]

6０

1.2m 67[74] 61[67] 61[66] 57[61]

福祉

施設

1０.2m 66[73] 6０[66] 64[69] 58[63]

7.2m 66[73] 6０[66] 64[69] 58[63]

4.2m 66[73] 6０[66] 64[69] 58[63]

1.2m 67[73] 6０[66] 63[69] 58[63]

注 １）  予測地点は、 道路構造や交通条件、 住宅等の保全対象等を 踏まえて設定し た予測断面及び予測範囲において、
道路の近接空間及び背後地ご と に環境影響の程度が最大と なると 想定さ れる地点を 設定し まし た。 また、 住
居など保全対象の各階の高さ を 考慮し まし た。

注 2 ） 予測結果の[ ]は、 環境保全措置（ 遮音壁の設置、 排水性舗装の敷設、 裏面吸音板の設置） 前の値を 示し ます。
注 3 ）  予測結果の「 -」 は、 予測断面及び予測範囲の近接空間において、 住居等の保全対象が存在する 、 あるいは

将来の立地が見込まれる地域がないこ と を示し ます。
注 ４）  環境基準の類型区分が無指定の予測地点については、 現況の土地利用状況等を 勘案し て「 B地域」 を 想定し 、

設定し ています。
注 5 ） 時間区分　 昼間： 6 時～22時、 夜間： 22時～ 6 時

土地又は工作物の存在及び供用

騒音

「 遮音壁の設置」、「 排水性舗装の敷設」、「 裏

面吸音板の設置」 の措置を行います。

番
号 予測地点 環境保全措置の内容

①
下関市彦島

迫町 6 丁目

遮音壁の設置

（ 市道本村西山線:高さ 4.5m ）

排水性舗装の敷設

（ 県道福浦港金比羅線、

市道本村西山線）

②
下関市彦島

迫町 4 丁目

遮音壁の設置

（ 対象道路:高さ 1.０m ）

⑤
下関市彦島

迫町 1 丁目

遮音壁の設置

（ 対象道路:高さ 2.5m ）

⑦

北九州市

小倉北区

西港町（ 1 ）

遮音壁の設置

（ 対象道路： 高欄+ 高さ 1.０m ）

排水性舗装の敷設

（ 市道西港町 1 号線）

裏面吸音板の設置

（ 対象道路）

⑧

北九州市

小倉北区
西港町（ 2 ）

遮音壁の設置

（ 市道西港町 1 号線:高さ 4.5m ）

排水性舗装の敷設

（  一般国道199号、 市道西港町 1 号線、
市道西港町日明 1 号線）

裏面吸音板の設置

（ 対象道路、 北九州高速 2 号線）

環境保全措置

ゲームセンター店内、航空機の機内 

バスの車内、蝉の声 

郵便局の窓口周辺、博物館の館内 

書店の店内 

町の戸建住宅地（夜間）、図書館の館内 

騒音の目安

出典： 環境省ホームページ
（ 全国環境研協議会　 騒音調査小委員会）
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■建設機械の稼働（ 予測地点： ①～⑫）

騒音は、 一部の地点で規制基準を超過すると 予測さ れますが、 環境保全

措置を講じ るこ と により、 最大で８４dBと なり 、 全ての予測地点において、

規制基準以下になると 予測さ れます。

■自動車の走行（ 予測地点： ①～⑪）

振動は、 最大で昼間４9dB・ 夜間４８dBであり、

全ての予測地点において、 要請限度以下になると

予測さ れます。

工事の実施

騒音

土地又は工作物の存在及び供用

振動

■工事用車両の運行（ 予測地点： ①～⑥）

騒音は、 最大70dBであり 、 全ての予測地点において、 環境基準及び要請限度以下になると予測さ れます。

解 説 L １０▶ 　  振動レベルの８0％レンジの上端値を示し ます。 ８0％レンジとは、 多数個の振動値を大きい順に並べた場合に、 最高値と最低値の側から
それぞれ１0％ずつ除外し たも のであり 、 L １0は残っ た値のう ち上端の値を指し ます｡  

第 １種区域▶ 　 良好な環境を保つため、 特に静穏の保持が必要とする区域及び住居に供さ れるため、 静穏の保持を必要とする区域のこと です。

解 説 L A５▶ 　  騒音レベル（ Ａ 特性）の90％レンジの上端値を示し ます。 90％レンジと は、 多数個の騒音値を大きい順に並べた場合に、 最高値と 最低
値の側から それぞれ5 ％ずつ除外したものでありL A5は残っ た値のう ち上端の値を指します。

L A,Fma x５▶ 　  L A5と ほぼ同様の意味ですが、 建設機械などのう ち間欠騒音(間欠的に発生し ､ １回の継続時間が数秒以上の騒音)や衝撃騒音(継続
時間が極めて短い騒音)の予測・ 評価に用います。

規制基準▶ 　 公害の原因となる行為を規制するための基準です。
要請限度▶ 　  道路管理者などに意見を述べ、 都道府県公安委員会に対し て要請するこ とができる判断基準と なる値のこ とです。
第 １号区域▶ 　  第一種・ 二種住居専用地域（ 低層・ 中高層）、 第一種・ 二種住居地域、 準住居地域、 市街化調整区域、 近隣商業地域、 商業地域、

準工業地域、 また学校・ 保育所・ 病院・ 診療所・ 図書館・ 特別養護老人ホーム・ 幼保連携型認定こ ども 園の周囲おおむね８0ｍ
以内の区域のこと です。

番
号

予測地点
騒音レベル（ L A 5、 L A ,F m ax ,5）

予測結果（ dB） 規制基準（ dB）

① 下関市彦島迫町6 丁目( 1 ) 79 [88]

85

② 下関市彦島迫町6 丁目( 2 ) 82 [92]

③ 下関市彦島迫町4 丁目( 1 ) 76 [96]

④ 下関市彦島迫町4 丁目( 2 ) 82 [9０]

⑤ 下関市彦島迫町3 丁目 75

⑥ 下関市彦島迫町1 丁目( 1 ) 79 [89]

⑦ 下関市彦島迫町1 丁目( 2 ) 7０

⑧ 下関市彦島福浦町1 丁目( 1 ) 7０

⑨ 下関市彦島福浦町1 丁目( 2 ) 82 [92]

⑩ 下関市彦島福浦町1 丁目( 3 ) 77

⑪ 北九州市小倉北区西港町( 1 ) 77 [87]

⑫ 北九州市小倉北区西港町( 2 ) 84 [94]

注 １）  予測地点は、 工事の区分ごと に道路構造、 工種及び工事量、 住居等の保

全対象を 踏まえて 選定し た 環境影響の程度が最大と なる と 想定さ れる

工事施工ヤード の敷地境界線に設定し 、 予測高さ は地上高さ １.2ｍ と し

まし た。

注 2 ）  予測結果の[ ]は、 環境保全措置（ 防音シート など による仮囲いの設置、

防音シート などによる桁下の覆工） 前の値を 示し ます。

注 3 ）  規制基準の区域区分が無指定の予測地点については、 現況の土地利用状

況等を 勘案し て「 第 １号区域」 を 想定し 、 設定し ています。

番
号 予測地点 予測方向

振動レベル（ L 1０）

予測結果（ dB） 要請限度（ dB）

昼間 夜間 昼間 夜間

① 下関市彦島迫町6 丁目( １) 下り 側 37 37

65 60

② 下関市彦島迫町6 丁目( 2 )
下り 側 ４４ ４４

上り 側 ４5 ４5

③ 下関市彦島迫町４丁目 上り 側 37 37

④ 下関市彦島迫町3 丁目( １) 上り 側 ４2 ４2

⑤ 下関市彦島迫町3 丁目( 2 ) 上り 側 37 36

⑥ 下関市彦島迫町１丁目( １)
下り 側 ４7 ４7

70 65
上り 側 ４5 ４４

⑦ 下関市彦島迫町１丁目( 2 )
下り 側 37 36 65 60

上り 側 ４3 ４2 70 65

⑧ 下関市彦島福浦町１丁目( １) 下り 側 3８ 3８ 65 60

⑨ 下関市彦島福浦町１丁目( 2 )
下り側 36 35

65 60
上り側 37 37

⑩ 北九州市小倉北区西港町( １)
下り側 ４7 ４6

70 65上り側 ４9 ４８

⑪ 北九州市小倉北区西港町( 2 ) 上り 側
北側 ４８ ４7

南側 ４８ ４7

「 防音シート などによる仮囲いの設置」、「 防音シート などによる桁下

の覆工」、「 低騒音型建設機械及び超低騒音型建設機械の採用」、「 作業

方法の改善」 の措置を行います。

番
号

予測地点 環境保全措置の内容

① 下関市彦島迫町6 丁目( 1 ) 防音シート （ 高さ 2.０m） などによる仮囲いの設置

② 下関市彦島迫町6 丁目( 2 ) 防音シート （ 1 枚） などによる桁下の覆工

③ 下関市彦島迫町4 丁目( 1 ) 防音シート （ 2 枚） などによる桁下の覆工

④ 下関市彦島迫町4 丁目( 2 ) 防音シート （ 高さ 2.０m） などによる仮囲いの設置

⑥ 下関市彦島迫町1 丁目( 1 ) 防音シート （ 1 枚） などによる桁下の覆工

⑨ 下関市彦島福浦町1 丁目( 2 ) 防音シート （ 1 枚） などによる桁下の覆工

⑪ 北九州市小倉北区西港町( 1 ) 防音シート （ 1 枚） などによる桁下の覆工

⑫ 北九州市小倉北区西港町( 2 ) 防音シート （ 1 枚） などによる桁下の覆工

環境保全措置

番
号 予測地点 既存道路

等価騒音レベル（ L A e q）

現況値（ dB） 予測結果（ dB） 環境基準（ dB） 要請限度（ dB）

① 下関市伊崎町2 丁目 県道福浦港金比羅線 58 58 7０ 75

② 下関市彦島迫町5 丁目 市道宮の前線 59 6０ 6０ 7０

③ 下関市彦島迫町2 丁目 県道南風泊港線 67 69 7０

75
④ 下関市彦島福浦町1 丁目 福浦臨港道路 62 64 65

⑤ 北九州市小倉北区西港町( 1 ) 市道西港町1 号線 64 65
7０

⑥ 北九州市小倉北区西港町( 2 ) 一般国道199号 69 7０

注）  予測地点は、 工事用道路の接続が予想さ れる既存道路の代表的な断面において、 環境への影響が最大と なると 想定さ れる敷地境界線に設定し 、 予測高さ は地上高さ １.2ｍと し まし た。

「 既存道路の交通量等を考慮し た運行

ルート の選定」、「 工事用車両の出入口

の分散」、「 工事用車両の運行方法に対

する指導」 の措置を行います。

環境保全措置

注 １）  予測地点は、 道路構造や交通条件が変化する区間、 住宅等の保全対象等を 踏まえて選定し た予測断面において

環境影響の程度が最大と なると 想定さ れる地点を 設定し まし た。

注 2 ）  要請限度の区域区分が無指定の予測地点に ついては、 現況の土地利用状況等を 勘案し て、「 第 １種区域」 を 想

定し 、 指定し ています。

注 3 ） 時間区分　 昼間： ８時～１9時、 夜間： １9時～ ８時

振動の目安

※気象庁、 環境省資料を参考に作成

 

 

 

 

大勢の人に感ずる程度のもので、
戸、障子がわずかに動くくらい

静止している人や、特に地震に
注意深い人だけに感ずる程度

人体に感じないで、地震
計に記録される程度
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■建設機械の稼働（ 予測地点： ①～⑫）

振動は、 最大で67dBであり 、 全ての予測地点に

おいて、 規制基準以下になると 予測さ れます。

■自動車の走行（ 予測地点： ①～⑧）

低周波音は、 最大でL 50（ 50％時間率音圧レベル）

が7１dB、 LG5（ G特性 5 ％時間率音圧レ ベ ル）が

79dBであり 、 全ての予測地点において、 参考値以

下になると 予測さ れます。

■工事用車両の運行（ 予測地点： ①～⑥）

振動は、 最大で４7dBであり 、 全ての予測地点において、 要請限度以下にな

ると予測さ れます。

工事の実施

振動

土地又は工作物の存在及び供用

低周波音

工事の実施

水質-水の濁り

番
号 予測地点

振動レベル（ L 1０）

予測結果（ dB） 規制基準（ dB）

① 下関市彦島迫町6 丁目( 1 ) 64

75

② 下関市彦島迫町6 丁目( 2 ) 51

③ 下関市彦島迫町4 丁目( 1 ) 67

④ 下関市彦島迫町 4丁目( 2 ) 51

⑤ 下関市彦島迫町 3丁目 48

⑥ 下関市彦島迫町 1丁目( 1 ) 56

⑦ 下関市彦島迫町 1丁目( 2 ) 5０

⑧ 下関市彦島福浦町 1丁目( 1 ) 63

⑨ 下関市彦島福浦町 1丁目( 2 ) 56

⑩ 下関市彦島福浦町 1丁目( 3 ) 5０

⑪ 北九州市小倉北区西港町( 1 ) 51

⑫ 北九州市小倉北区西港町( 2 ) 61

注 １）  予測地点は、 工事の区分ごと に 道路構造、 工種及び工事量、 住居等

の保全対象を 踏まえて選定し た環境影響の程度が最大と なると 想定

さ れる工事施工ヤード の敷地境界線に設定し まし た。

注 2 ）  規制基準の区域区分が無指定の予測地点については、 現況の土地利

用状況等を 勘案し て、「 第 １号区域」 を 想定し 設定し ています。

番
号

予測地点 予測方向
予測結果（ dB） 参考値（ dB）

L 50 LG5 L 50 L G5

① 下関市彦島迫町 6 丁目
下り 側 65 7４

90

以下

１00

以下

上り 側 70 79

② 下関市彦島迫町 3 丁目 上り 側 70 79

③ 下関市彦島迫町 2 丁目
下り 側 66 7４

上り 側 69 77

④ 下関市彦島迫町 １丁目( １)
下り 側 69 7８

上り 側 66 75

⑤ 下関市彦島迫町 １丁目( 2 )
下り 側 6１ 70

上り 側 66 75

⑥ 下関市彦島福浦町 １丁目
下り 側 7１ 79

上り 側 7１ 79

⑦ 北九州市小倉北区西港町( １)
下り 側 62 7１

上り 側 62 72

⑧ 北九州市小倉北区西港町( 2 ) 上り 側
北側 70 79

南側 70 79

番
号 予測地点 既存道路

振動レベル（ L １0）

現況値（ dB） 予測結果（ dB） 要請限度（ dB）

① 下関市伊崎町2 丁目 県道福浦港金比羅線 3４ 35

65
② 下関市彦島迫町5 丁目 市道宮の前線 29 3４

③ 下関市彦島迫町2 丁目 県道南風泊港線 ４5 ４7

④ 下関市彦島福浦町１丁目 福浦臨港道路 25 30

⑤ 北九州市小倉北区西港町( １) 市道西港町１号線 ４5 ４6

70
⑥ 北九州市小倉北区西港町( 2 ) 一般国道１99号 ４１ ４2

注）  予測地点は、 工事用道路の接続が予想さ れる既存道路の代表的な断面において、 環境への影響が最大と なると

想定さ れる敷地境界線に設定し まし た。

■切土工等、 工事施工ヤード の設置及び工事用道路等の設置　

工事の実施に伴い、 発生する濁水を河川等の公共用水域に直接流さ ないよう、 必要に応じ て仮排水溝、 沈砂池、 濁水処理施設を

設置するこ と、 工事施工ヤード での一時仮置きが発生し ないよう 、 詳細な施工計画を策定し 工事を実施するこ と、 盛土工事では土

砂流出が極力発生し ないよう 、 速やかに法面整形・ 緑化等を行う こ と によって、 工事の実施に伴い発生する水の濁り は抑制さ れる

と 予測さ れます。

「 仮排水溝、 沈砂池、 濁水処理施設の設置」、「 盛土工への濁水発生への配慮」 の措置を行います。

環境保全措置

解 説 盛土工への濁水発生への配慮▶ 　  一時仮置きが極力発生し ないよう な施工計画の策定、 必要に応じ て速やかな法面整形や法面緑化を行う 等の
こ とです。

解 説 L ５０（ ５０% 時間率音圧レベル）▶ 　  50％時間率音圧レベルを示し ます。 音圧レベルの値を大きい順に並べた場合、 ちょ う ど中央に位置する値を示
し ます。

L G５（ G特性５％時間率音圧レベル）▶ 　  5 ％時間率音圧レベル（ G特性）を示し ます。 Ｇ特性とは、 一般的に人の耳には聞こ えないと される超低
周波音（ 20Hz 以下の低周波音）の人体感覚を評価する指標です。

参考値▶ 　  L 50の参考値は一般環境中に存在する低周波音圧レベル、L G 5の参考値は平均的な被験者が知覚できるG特性低周波音圧レベルを示します。

「 低振動型建設機械の採用」、「 作業方法の改

善」 の措置を行います。

環境保全措置

「 既存道路の交通量等を考慮し た運行ルート の選定」、「 工事用車両の出

入口の分散」、「 工事用車両の運行方法に対する指導」 の措置を行います。

環境保全措置

注）  予測地点は、 橋梁構造の上部工形式や交通条件が変化する区間、 住宅等の保全対象等を 踏まえて選定し た予測断

面において環境影響の程度が最大と なると 想定さ れる地点を 設定し 、 予測高さ は地上高さ １.2ｍと し まし た。
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■水底の掘削等（ 予測地点： 3P主塔、 2P 主塔、 P 5橋脚、 P4橋脚）

水底の掘削等に係る水の濁りは、 汚濁防止膜を 設置するこ

と により 、 最大で１.6４m g /Lと なり 、 全ての地点において、

参考値以下になると 予測さ れます。

工事の実施

水質-水の濁り

工事の実施

底質

土地又は工作物の存在及び供用、 工事の実施

地形及び地質

土地又は工作物の存在及び供用

日照阻害

「 海域工事における汚濁防止膜の設置」、「 水底の掘削工事における集中の回避」、「 水底の掘削工事における施工速度の抑制」

の措置を行います。

環境保全措置

「 海域工事における汚濁防止膜の設置」、「 水底の掘削工事における集中の回避」、「 水底の掘削工事における施工速度の抑制」

の措置を行います。

環境保全措置

工事実施

位置

夏季（ mg /L） 冬季（ mg /L）
参考値

平均大潮期 平均小潮期 平均大潮期 平均小潮期

3P主塔 0.１5 0.１４ 0.１5 0.１４

2mg /L
2P主塔 0.50 0.56 0.４８ 0.57

P5橋脚 １.62 １.53 １.6１ １.53

P４橋脚 １.63 １.57 １.6４ １.5８

番
号

予測地点

予測結果

地形改変に伴う 消失又は縮小 周辺環境条件の変化による影響

①
化石

産地※

対象道路は化石産地から 650m

～１.１㎞離れた位置を 通過する

ため、 改変は生じ ません。

対象道路は化石産地から 650m ～１.１km 離れた位置を通過するため、 道

路の存在による局所的な気象条件、 日照条件及び流況条件の変化が、

化石産地の地質劣化や不安定化を促進さ せるおそれはあり ません。

※） 化石産地の一部地域が「 彦島西山の化石層」 と し て下関市の天然記念物に指定さ れています。

解 説 参考値▶ 　  「 公共施設の設置に起因する日陰により 生ずる損害等に係る費用負担について」（ 平成１5年 7 月、 国土交通省国総国調第４6号）に示さ

れる値です。

「 橋梁構造の上下部工の形式・ 配置等の工夫」 の措置を行います。

環境保全措置

■水底の掘削等（ 予測地点： 3P主塔、 2P 主塔、 P 5橋脚、 P4橋脚）

現地調査の結果より、 橋脚の設置工事により 水底の掘削を予定し ている箇所では、 汚染底質は確認さ れませんでし た。 よって、

水底の掘削等により 底質の拡散が発生し ますが、 有害物質の拡散による周辺環境への影響はほと んど生じ ないと予測さ れます。

■道路の存在、 工事施工ヤード の設置及び工事用道路等の設置（ 予測地点： 重要な地形・ 地質 ）

実施区域及びその周辺には、 重要な地形・ 地質と し て「 化石産地（ ※彦島西山の化石層を含む）」 が存在し ます。 予測結果は下表

の通り であり 、 重要な地形・ 地質は保全さ れると 予測さ れます。

■道路（ 嵩上式）の存在（ 予測地点： ①～⑥）

道路の存在による日影時間は、 5 地点で参考値以下、 １地点で最大 5 ～ 6 時間と なり 参考値を上回ると 予測さ れますが、 橋梁構

造の上下部工の形式・ 配置等の工夫の措置を講じ るこ と により 、 できる限り 日影時間への影響を低減し ます。

番
号

予測地点
予測結果

参考値
地形による日影時間 対象道路による日影時間

① 下関市彦島迫町6 丁目 地形の影響なし 3 ～４時間
４時間

② 下関市彦島迫町3 丁目 地形の影響なし 2 ～3 時間

③ 下関市彦島迫町2 丁目 ８時間 2 ～3 時間

5時間
④ 下関市彦島迫町１丁目( １) 地形の影響なし 3 ～４時間

⑤ 下関市彦島迫町１丁目( 2 ) 地形の影響なし 2 ～3 時間

⑥ 下関市彦島福浦町１丁目 地形の影響なし 5 ～6 時間

〈 桁下から の日照を考慮し ない場合〉

＜化石産地＞

解 説 水底の掘削工事における集中の回避▶ 　  水の濁り を発生さ せる水底の掘削に関する工種において、 近接する施工箇所の施工時期の集中を回避
すること です。

水底の掘削工事における施工速度の抑制▶ 　  水の濁り を発生さ せる水底の掘削に関する工種において、 施工速度を遅く すること により 、 単位
時間あたり の濁水の発生量の低減を図ること です。

参考値▶ 　  水産動植物の正常な生息及び繁殖を維持し、 その水域において漁業を支障なく 行う こ とができ、 かつその漁獲理物の経済価値が低
下し ないよう な条件を備えた水域の水質維持のために設けられた基準である「 水産用水基準」（ 平成30年８月、 社団法人 日本水産
資源保護協会）に示される値です。

〈 桁下から の日照を考慮し た場合〉
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土地又は工作物の存在及び供用、 工事の実施

動物・ 植物・ 生態系

項
目

予測対象 予測結果

動
物

陸生動物

・ 重要な猛禽類であるミ サゴの生息環境については、 営巣地が対象道路の周辺に位置し 、 建設機械の稼働による騒音により 、 営巣環境の質

的変化が生じ るこ と から 、 保全さ れない可能性があり ます。

・ 重要な猛禽類であるフ ク ロウの生息環境については、 営巣林分の一部改変により 、 営巣環境が変化すると と も に、 営巣林分が対象道路の
周辺に位置し 、 建設機械の稼働による騒音により 、 営巣環境の質的変化が生じ るこ と から 、 保全さ れない可能性があり ます。

・ その他陸生動物の重要な種（ ミ サゴ、 フ ク ロウ以外） の生息環境については、 保全さ れると 予測さ れます。

水生動物

・ 重要な海棲哺乳類であるスナメ リ の生息環境については、 水底の掘削工事時間内において工事箇所近傍に留まり 続けた場合には、 工事で

発生する水中音により 質的変化が生じ るこ と から 、 保全さ れない可能性があり ます。 また、 自動車の走行により 水中音が発生し ますが、

船舶の往来が多い当該地域に生息するスナメ リ は水中音に比較的順応し ており 、 生息環境は保全さ れると 予測さ れますが、 知見がなく 予

測の不確実性があると 考えら れます。

・ その他水生動物の重要な種（ スナメ リ 以外） の生息環境については、 保全さ れると 予測さ れます。

注目すべき生息地 ・ 注目すべき生息地（ 砂浜・ 干潟、 藻場）、 そこ に生息・ 生育する動植物の生息・ 生育環境は、 保全さ れると 予測さ れます。

植
物

陸生植物 ・ 陸生植物の重要な種及び植物群落の生育環境については、 保全さ れると 予測さ れます。

水生植物 ・ 水生植物の重要な種の生育環境については、 保全さ れると 予測さ れます。

生態系

・ 動物と 同様、 上位性のフ ク ロウの生息環境については、 営巣環境の変化及び質的変化が生じ るこ と から 、「 丘陵地・ 台地を中心と する生態

系」 は保全さ れない可能性があると 予測さ れます。

・ 動物と 同様、 上位性のミ サゴの生息環境については、 営巣環境の質的変化が生じ ると と もに、 上位性のスナメ リ の生息環境については、

工事で発生する水中音により 質的変化が生じ るこ と から 、「 水域（ 海域・ 汽水域） を中心と する生態系」 は保全さ れない可能性があると 予

測さ れます。
・「 低地・ 海岸を中心と する生態系」 は保全さ れると 予測さ れます。

現地調査等により 、 重要な動物は9４種（ 陸生動物４9種、 水生

動物４5種）、 注目すべき生息地は 2 箇所（ 砂浜・ 干潟、 藻場）、

重要な植物は１0種（ 陸生植物 ８種、 水生植物 2 種）、 植物群落

は １箇所確認さ れまし た。 また、 生態系は、 右表に示す 3 つ

の区分ごと に、 注目種・ 群集を選定し まし た。

予測結果は下表に示す通り であり、 動物・ 植物・ 生態系へ

の影響を低減するため、 環境保全措置を実施し ます。

「 繁殖時期に配慮し た施工時期の検討」、「 段階的な施工の実施（ コ ンディ ショ ニング）」、「 低騒音型建設機械及び超低騒音型建

設機械の採用」、「 巣箱の設置」、「 水底の掘削工事等における施工開始時の工夫（ ソフト ・ スタ ート ）」、「 仮排水溝、 沈砂池、 濁

水処理施設の設置」、「 海域工事における汚濁防止膜の設置」、「 水底の掘削工事における集中の回避」、「 水底の掘削工事における

施工速度の抑制」、「 侵入防止柵の設置」、「 道路照明の漏れ出し を防止し た構造及び誘引性の低い照明の採用」 の措置を行います。

　 保全さ れない可能性があるミ サゴ、 フクロウについては環境保全

措置の内容をより 詳細なものにするため、 スナメ リ については環境

保全措置の内容をより 詳細なものにすると と もに、 予測の不確実性

があるため、 事後調査を実施し ます。 事後調査の結果により 環境影

響の程度が著し いこ と が明らかになっ た場合には、 専門家等の意見

及び指導を得ながら、 必要に応じ て適切な措置を講じ ます。

環境保全措置

事後調査

対象種 調査項目 調査時期

ミ サゴ モニタ リ ング調査 工事前から 工事中

フ クロウ モニタ リ ング調査 工事前から 工事中、 工事後

スナメ リ モニタ リ ング調査 工事前から 工事中、 工事後及び供用後

生態系の区分 区分 注目種・ 群集

丘陵地・ 台地を中心と

する生態系

上位性 フクロウ、 キツネ

典型性 アオダイショ ウ、 カラ類、 シイ・ カシ二次林

低地・ 海岸を中心と す

る生態系

上位性 ハヤブサ

典型性 ハクセキレイ、 ニホンカナヘビ、 イソガニ類

特殊性 ヒ ヨ ド リ

水域（ 海域・ 汽水域）

を中心と する生態系

上位性 ミ サゴ、 スナメ リ 、 スズキ、 マダイ

典型性 マダコ、 マハゼ、 アサリ 、 メ バル

計１7種、 １群落

解 説 繁殖時期に配慮した施工時期の検討▶ 　 建設期間の稼働ピーク時期について、 繁殖期間に配慮するこ とです（ 対象： ミ サゴ、 フ クロウ）。
段階的な施工の実施（ コ ンディ ショ ニング）▶ 　  段階的に施工を実施し 、 建設機械の稼働に伴い発生する騒音を慣れさ せること です（ 対象： ミ

サゴ、 フ クロウ）。
水底の掘削工事等における施工開始時の工夫（ ソフ ト ・ スタート ）▶ 　  水中音を発生さ せる掘削工事等の工種において、 開始時に大きな水中音

を発生さ せないよう な工夫を行い、 逃避する時間を与えるこ と です（ 対
象： スナメ リ ）。

道路照明の漏れ出し を防止した構造▶ 　  夜行性の陸生動物や水生動物への影響を低減するため、 ルーバー等の設置により 、 路面外への光の漏
れ出し を防止し た道路照明と すること です。

誘引性の低い照明の採用▶ 　 光に誘引される性質を持つ昆虫類等への影響を低減するため、 誘引性の少ない道路照明を採用するこ とです。

ミ サゴ

現地にて撮影

フ ク ロウ

現地にて撮影

スナメ リ

市立し も のせき水族館　 海響館にて撮影
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